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Ⅰ 施設の概要  

１ 指定管理者制度導入の趣旨 

渋谷区（以下、「区」という。）では、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や効率的で効果

的な区民サービスを提供するため、公の施設の管理・運営を包括的に代行させる指定管理者制度を積極

的に導入しています。そのため、区は、渋谷区立玉川上水旧水路緑道（以下、「公園」という。）の総合

的な管理・運営を令和９年度から指定管理者により行っていきます。令和９年４月（予定）から、５年

間の施設の管理・運営について、民間事業者等が持つノウハウやアイディア、専門性などを活用するた

め、指定管理者を広く募集します。公園又は公園施設の設置目的等を理解の上、本要項に基づく創意工

夫のある提案を期待します。  

また、指定管理者が、公園全体の管理運営を行う中で、植栽の適切な管理を行い緑豊かな公園の増進

を図ること、教養施設（コミュニティ農園、コミュニティ花壇、はぐくむ広場）の管理運営、自主事業

として活用するなど民間ならではの多様な提案により、多世代がつながるような地域の交流を育む公園

となることを目指します。 

 

２ 公園の設置目的  

「公園」は、「渋谷区立都市公園条例」に基づいて、区民の福祉の増進と生活文化の向上に資すること

を目的に設置されています。  

 

３ 公園の概要  

（１） 名称、所在地及び公園面積 

名 称 所在地 公園面積 

渋谷区立玉川上水旧水路 笹  塚緑道 渋谷区笹塚一丁目地内 2,076 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 大  山緑道 渋谷区大山町地内 4,48４㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 幡ヶ谷緑道 渋谷区幡ヶ谷一丁目地内 5,771 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 西  原緑道 渋谷区西原一丁目地内及び同二丁目地内 7,461 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 初  台緑道 渋谷区初台一丁目地内 12,215 ㎡ 

渋谷区立玉川上水旧水路 代々木緑道 渋谷区代々木三丁目地内及び同四丁目地内 7,424 ㎡ 

 

（2） 主 な 施 設：管理事務所、倉庫、便所、教養施設、遊戯施設、園路、植栽、花壇、ベンチ、照明 

施設、親水施設等 

※玉川上水旧水路緑道笹塚公園便所、有料自転車駐輪場及び自動二輪車駐車場は 

対象外 

（3） 完成予定時期：「平面図」（別添１）及び「建築図」（別添２）のとおり  

（4） 施設配置予定図：「建築図」（別添２）のとおり 

（5） 開 園 時 間：２４時間 

 

４ 指定期間（予定） 

令和９年４月 1日から令和１４年３月３１日まで（５年間）  

 

Ⅱ 指定管理者が行う業務  

１ 指定管理者が行う業務の範囲  

指定管理者が行う公園管理運営に関する業務は、下記のとおりです。詳細は、別紙「渋谷区立玉川上

水旧水路緑道指定管理者業務仕様書」に沿った提案をしてください。 
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（１）管理に関する業務 

① 管理方針 

・公園の特性を十分理解し、指定管理者のノウハウを発揮しながら、管理を行うことで、都市公園とし

ての適切な管理水準を確保すること。 

・植栽地管理（植込地、草地、地被植物、樹木管理）については、各植物の特性に配慮した上で、持続・

育成するよう必要な管理を行うこと。特に高木については、東京都建設局街路樹診断等マニュアルに

則り点検、診断等を行い、結果に応じた適切な処置を行うこと。 

・施設や整備については、各施設の位置、機能、特性を十分に把握した上で、全ての施設の機能を保持

し、利用者の安全かつ快適な利用を図るよう必要に応じて保守点検を実施し、適正な維持管理を行う

こと。 

② 管理内容 

・公園の清掃に関すること。 

・公園施内の舗装、植栽、照明等園内施設の維持及び修繕に関すること。 

・教養施設の管理運営に関すること。 

・上記に掲げるもののほか、区が必要と認めること。 

（２） 運営に関する業務 

① 運営方針 

・公園において区民との協働を積極的に推進し、公園の運営や環境保全等に寄与する活動を行うこと。 

・利用者の多様なニーズに応えるため、要望等を聴取し運営に反映させること。 

・区が行うイベント活動に協力すること。 

② 運営内容 

ア 公園の利用促進に関する業務 

・公園施設の利用案内、企画、広報に関すること。 

・公園施設の要望対応に関すること。 

・区や町会、商店街等のイベント活動に積極的に協力すること。 

・公園施設の陳情対応（部分的な補修など軽作業を含む）に関すること。  

・利用料金の納入、減免、還付に関すること。 

※減免について 

渋谷区立都市公園条例第４０条及び渋谷区立都市公園条例施行規則第１１条に基づく、使用料及び占

用料は減免とする。ただし、その他付帯費用及び参加者個人に直接かかる経費（材料費など）等につ

いては使用者負担とする。 

イ 安全、安心に関する業務 

・休日、夜間の連絡体制を確立すること。 

・安全管理体制の整備、日常安全点検等を実施すること。 

・上記２点を適切に遂行するための社員研修等の実施を行うこと。 

・公園利用者に対する見守り、声掛けを行うこと。 

・公園利用者から相談を受けた場合は、区に引継ぎを行うこと。 

・災害時は区の指示に基づき利用者の安全確保のため協力すること。 

・管理する個人情報の保護をはじめ情報セキュリティについては、本業務に従事する全ての者が「渋谷

区情報セキュリティポリシー遵守事項」（別添５）を遵守し、漏えいの防止等の適正な管理に努めるこ

と。 

・不審物等の対応は早急に行うこと。 
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２ 自主事業の範囲等 

（１）  概要 

  自主事業とは、より多くの人に利活用されるよう、指定管理者が自己の責任と負担により、自主的に

実施する事業のことをいいます。周辺店舗や地元企業を巻き込み、地域コミュニティの形成に寄与する

ことを目的とした事業を期待します。 

（２） 留意事項 

① 公園の設置目的に合致した自主事業とすること。 

② 町会等で定期的に開催されているお祭り等のイベントは、優先して実施すること。 

③ 自主事業に対して区は経費を負担しない。  

④ 自主事業は公序良俗に反しないこと。 

⑤ 民間事業者等が自発的なイベント等により公園を利用する場合は、利用者から申請及び利用料金の支

払いを受けること。 

⑥ 事前に区と協議の上、自主事業の内容を決定すること。 

⑦ 指定管理者は、公園利用料金とは別に、自主事業実施時に参加者や出店者から参加料等を徴収するこ

とができます。ただし、その料金は事前に区と協議することとします。 

 

３ 管理運営の基準  

（１）  職員体制 

業務を実施するため、必要な知識、技能及び経験等を有する職員を配置し、公園の管理運営に支障が

ないように配慮してください。 

 また、公の施設としての心構えを認識し、従事職員教育、接遇教育等を徹底し、利用者及び区民への

接遇等が常に良好となるよう努めてください。 

（２）  関係法令の遵守  

指定管理者は、下記の関係法令等を遵守し、施設の管理運営を行ってください。  

① 都市公園法、同施行令及び施行規則  

② 渋谷区立都市公園条例及び施行規則 

③ 施設維持、設備保守点検に関する法規 （建築基準法、水道法、消防法、農地法、種苗法等）  

④ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び関係法令  

⑤ 地方自治法及び施行令 

⑥ 労働関係法（労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等） 

⑦ 渋谷区公契約条例及び施行規則 

⑧ 渋谷区個人情報の保護に関する法律施行条例 

⑨ 渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例及び施行規則 

⑩ 渋谷区震災対策総合条例 

⑪ 渋谷区暴力団排除条例 

⑫ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推

進する条例 

⑬ 渋谷区公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例及び施行規則 

⑭ 渋谷区情報セキュリティポリシー遵守事項 

⑮ 渋谷区環境基本計画 2023 

⑯ 渋谷区契約関係暴力団等排除措置要綱 
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⑰ 渋谷区職場におけるハラスメントの防止等に関する規程 

⑱ 渋谷区みどりの整備方針  

⑲ その他施設の管理運営業務及び各種事業実施に関わる各種法令・条例等 

（３）  委託の承認  

警備及び設備の保守点検や地域コミュニティの形成に係る業務など専門性の高い個別業務等について

は、区の事前承認を得た場合に限り、委託ができます。  

（４）  区と指定管理者の役割及び管理責任の分担   

   ① 役割分担（◎：主体的な役割  ○：補助・助言・指導する役割） 

項目 区 指定管理者 

公園設置者としての責務 ◎  

公園の日常管理 
○ 

条例・規則事項 
◎ 

 施設の管理 

（設備、物品の管理） 
○ ◎ 

施設の行為許可 

有料施設の利用許可 

〇 

〇 

◎ 

◎ 

苦情対応 ○ ◎ 

緊急時の対応 

（事件・事故等） 
〇 ◎ 

施設の安全対策 

（安全点検・整備・改修等） 
◎ ◎ 

広報・PR ○ ◎ 

公園の事業運営 〇 ◎ 

※設置者としての責任は区にあり、管理責任は指定管理者にあることを示します。  

 

②管理責任の分担                            ○：主たる分担者 

項      目 内      容 
管理責任分担 

区 指定管理者 

1 法令等の変更 (１) 指定管理業務に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

2 税制の変更（※注） 
(１) 指定管理業務に影響を及ぼす税制の変更 ○  

(２) 上記以外の一般的な税制の変更  ○ 

3 物価変動 (１) 
指定期間中の物品費、人件費等物価変動に伴

う経費の増加 
相互で協議 

4 金利変動 (１) 指定期間中の金利変動に伴う経費の増加  ○ 

5 書類 

(１) 区が作成した書類 ○  

(２) 指定管理者が作成した書類  ○ 

(３) 両社記名捺印した協定書 相互で協議 

6 指定管理者の指定 

(１) 
区の事由により指定管理者の指定が議会で

議決されない場合 
○  

(２) 
指定管理者候補者の事由により指定管理の

指定が議会で議決されない場合 
 ○ 
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７ 
指定管理業務の変

更及び経費の変動 

(１) 
区の事由による指定管理業務の変更に伴う

経費の増加 
○  

(２) 
上記以外の事由による指定管理業務の変更

に伴う経費の増加 
 ○ 

8 住民応対 

(１) 地域との協調  ○ 

(２) 
指定管理業務及び自主事業の内容に対する

住民からの苦情、要望等 
 ○ 

(３) 上記以外の区政全般への苦情、要望等 ○  

9 環境問題 

(１) 施設又は用地からの有害物質等の発生 ○  

(２) 

指定管理業務及び自主事業に起因する有害

物質の排出・漏洩、騒音、振動、光、臭気等

に関するもの 

 ○ 

10 不可抗力 

(１) 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、争乱、暴動その他の区又は指定管理者

の責めに帰すことのできない自然的又は人

為的な現象）による被害の発生、拡大及び施

設・設備の復旧 

○  

(２) 

不可抗力によるもので、指定管理者の対応の

遅れ、施設管理の不備等による被害の発生、

拡大及び施設・設備の復旧 

 ○ 

11 
特定公園施設の損

傷 

(１) 指定管理者の故意又は過失によるもの  ○ 

(２) 

第三者行為（相手方が特定できないもの）等

によるもので、指定管理者の故意又は重過失

によらないもの 

相互で協議 

(３) 施設の設計・構造上の瑕疵によるもの ○  

12 備品（Ⅰ種）の損傷 

(１) 指定管理者の故意又は過失によるもの  ○ 

(２) 
上記以外の経年劣化、第三者行為（相手方が

特定できないもの）等によるもの 
○  

13 施設等の保守点検 

(１) 区の事由による保守点検の増加 ○  

(２) 
指定管理者の責め及び保守点検の不備によ

る保守点検の増加 
 ○ 

14 利用料金等の管理 (１) 清算前に紛失又は盗難等にあった場合  ○ 

15  第三者への賠償 
(１) 

指定管理者の責めに帰すべき事由により第

三者に生じた損害 
 ○ 

(２) 上記以外の事由により第三者に生じた損害 ○  

16 セキュリティ 

(１) 
指定管理者の警備不備による情報漏えい、犯

罪発生等 
 ○ 

(２) 上記以外の事由による情報漏洩、犯罪発生等 ○  
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17 指定期間の終了 

(１) 

指定期間終了の場合（指定期間の満了以前の

取り消し等による場合を含む）における区又

は区が指定するものに対する業務の引継ぎ

に要する費用 

 ○ 

(２) 

指定期間終了の場合（指定期間の満了以前の

取り消し等による場合を含む）における原状

復帰に要する費用 

 ○ 

 （※注）  

２‐(１) 消費税率の変更を想定した規定です。 

２‐(２) 収益関係税、外形標準課税など指定管理者自身に影響を及ぼす税制の変更を想定した規定です。 

  

４ 運営経費に関する事項  

（１）  運営経費の提案について 

① 職員人件費、②光熱水費、③修繕費、④事業運営費、⑤施設管理経費、⑥収入、⑦その他経費 

※経費の計上にあたっては、指定管理者が担う役割や業務内容、利益の算定方法など積算根拠を明らか

にする資料を必ず添付してください。 

② 収益施設等の整備に係る料金 

指定管理者が公園施設の設置許可制度を活用し、収益施設等を整備、管理する場合、占用料の金額は

指定管理者と区で協議します。 

（２） 収入 

指定管理者は、区からの指定管理料のほか、利用者が支払う利用料金、自主事業による収入を自らの

収入とすることができます。 

① 指定管理料 

ア 指定管理料は、管理運営費から利用料金等の収入を差し引いた額とする。申請に際して、指定期間内

の算出額及び算出根拠を収支計画書により提案すること。 

イ 管理運営に要する指定管理料は、本提案を基本とし、年度ごとに区の予算額の範囲内で指定管理者と

協議を行い、年度協定を締結して支払います。 

ウ 支払方法は年度協定において定めます。 

エ 余剰金額（利益）は原則折半とします。ただし、それを上回る成果配分の考えがある場合には提案し

てください。なお、成果配分は区と協議の上、年度協定により決定します。 

② 利用料金 

地方自治法第 244 条の 2 第 8 項及び第 9 項に定める利用料金制度を採用するため、施設の使用料

は、利用料金として指定管理者の収入とします。利用料金の額は、渋谷区立都市公園条例の別表に定

める額の範囲内（消費税を含む）で、区長の承認を得て指定管理者が決定します。 

③ 自主事業収入 

ア 公園を利用して、指定管理者自らが企画、実施する自主事業の参加費等は、指定管理者の収入とする。

なお、自主事業の参加費等の徴収については、区と協議の上、決定します。 

イ  自主事業については、別の会計を設けて収支報告をしてください。 

④ 収支に余剰が生じた場合（利益があった場合） 

余剰金額（利益）は原則折半とします。ただし、それを上回る成果配分の考えがある場合には提案し

てください。なお、成果配分は区と協議の上、年度協定により決定します。 

（３） 銀行口座の開設 
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本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、本業務に固有の銀行口座を開設し、適切な

運用を図るものとします。  

（４） 損害賠償保険  

公園運営にあたり、施設利用者に損害が生じた場合の損害賠償額を担保するため、指定管理者の負担

により必ず損害保険に加入してください。 

（５） その他 

その他、本要項に定めのない事項については、区と指定管理者が協議の上決定し、協定書により定め

ます。 

 

Ⅲ  選定手続  

１ 公募の手続・手順  

（１） 申請者の資格      

法人その他の団体で、次の①から⑤までの条件に該当する者  

① 公園施設等の管理運営に熱意を持ち、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理運営が図

れる者で、かつ都市公園の指定管理者としての経験を有すること。 

② 指定期間中、事業の管理運営を安定して行う物的能力、人的能力を有していること。  

③ 渋谷区議会議員、区長、副区長並びに地方自治法第 180条の 5 第 1項に規定する委員会の委員及び

委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清

算人となっていない法人その他の団体であること。ただし、区が資本金、基本金その他これらに準ず

るものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等とな

っているものを除く。  

④ 本店、支店、事業所等のいずれかが、特別区内にある法人その他の団体であること。    

⑤ 団体又はその代表者が以下のいずれかに該当しないこと。  

ア 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項の規定により渋谷区における一般競争入札等の参加を制限さ

れている者  

イ 法律行為を行う能力を有しない者  

ウ 破産法に基づく破産手続き開始の申立てをしている者  

エ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てをしている者  

オ 民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てをしている者  

カ 国税又は地方税を滞納している者  

キ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定管理者の指定の取消しを受けてから２年間が経

過していない者  

ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に掲げる暴力団又は暴力団若しくはその構成

員若しくはその構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制下にある団体  

（２） 複数の団体による共同申請 

① 複数の団体で共同事業体（以下「グループ」という。）を結成し、グループとして申請することも可能

です。その場合は、申請時にグループを結成し、適切な名称を設定の上、代表団体（他の団体は構成

団体とします。）を定めてください。グループ内のすべての団体が上記（１）申請者の資格（④を除く）

に該当することが必要です。 

② グループで、法人等を設立する場合は、指定管理者の指定の議決までに、法人登記事項証明書又はそ

れに代わる書類等を提出してください。 

③ 当該グループの代表団体及び構成団体は、別のグループ又は単独により申請することはできません。 
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④ 代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。ただし、区が業務遂行上の支障がないと判断

した場合に限り、変更できるものとします。 

⑤ (5)計画書類③に掲げる書類は、構成団体ごとに作成してください。  

⑥ (5)計画書類③に掲げる書類のほか、代表団体は次の書類を提出してください。  

ア 共同事業体構成書           様式Ａ  提出部数  ５ 部  

イ 共同事業体協定書兼委任状   様式Ｂ  提出部数  １ 部  

ウ 宣誓書（共同事業体用）     様式Ｃ  提出部数  １ 部  

エ 安定運営の取組            様式Ｄ  提出部数  ５ 部  

（３） 公募の日程    

公募要項発表              令和８年５月１１日（月）から 5月２２日（金）まで 

質疑受付                  令和８年５月１４日（木）から 5月２０日（水）１７時まで  

             （質疑の受付は、１回限りとします） 

質疑回答                  令和８年６月 １日（月）  

申請受付（参加申込）      令和８年５月２８日（木）から６月  ９日（火）１７時まで  

計画書類受付              令和８年６月１１日（木）から６月１９日（金）１７時まで 

             （申請受付時に時間を指定します）  

プレゼンテーション      令和８年７月 １日（水）から７月 ３日（金）予定 

            （ 開催日時と場所は別途通知します。） 

選定委員会         令和８年７月中旬予定 

指定管理者候補者選定      令和８年７月下旬予定  

指定管理者の指定          令和８年１０月中旬予定  

（４） 申請書類  

応募を希望する事業者は、下記の書類を提出してください。 

提出書類 様式 
部数 

正本 副本 

1 指定管理者指定申請書 【様式 1】 １部  

2 宣誓書 【様式 2】 １部  

3 定款、寄附行為又はこれに類するもの（最新のもの）  １部 ５部 

4 法人の登記事項証明書（全部事項証明書） 

（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

 
１部 ５部 

5 印鑑証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの）  １部 ５部 

６ 法人等の概要 

《公益法人の場合》 

ア 法人の概要・事業経歴 

イ 理事・評議員名簿 

ウ 法人運営に関する基本的な考え方、理念 

エ 決算書類（直近の決算期３期分） 

・収支決算書（収支計算書、正味財産増減計算書、 

貸借対照表、財産目録、計算書類に対する注記） 

オ 事業報告（直近の決算期３期分） 

カ 収支予算書（今年度に係るもの） 

【様式 3】 

 

様式自由 

様式自由 

様式自由 

様式自由 

 

 

様式自由 

様式自由 

１部 

 

１部 

１部 

1 部 

１部 

 

 

１部 

１部 

５部 

 

５部 

５部 

５部 

５部 

 

 

５部 

５部 
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キ 事業計画書（今年度に係るもの） 

ク 監事の監査報告書 

様式自由 

様式自由 

１部 

1 部 

５部 

５部 

 《NPO法人の場合》 

ア 法人の概要・事業経歴 

イ 役員名簿 

ウ 法人運営に関する基本的な考え方、理念 

エ 決算書類（直近の決算期３期分） 

・収支計算書（収支計算書、貸借対照表、財産目録） 

オ 事業報告書（直近の決算期３期分） 

カ 監事の監査報告書 

※上記のエ～カについては、特定非営利活動促進法及び内

閣府令に基づくものを提出してください。 

【様式 3】 

 

 

 

様式自由 

 

様式自由 

様式自由 

1 部 

 

 

 

1 部 

 

1 部 

1 部 

５部 

 

 

 

５部 

 

５部 

５部 

 

 《株式会社・有限会社の場合》        

ア 法人の概要・事業経歴 

イ 役員名簿  

ウ 会社経営に関する基本的な考え方、理念  

エ 決算書類（直近の決算期３期分）  

・営業報告書  

・貸借対照表  

・損益計算書  

・注記事項 

（重要な会社方針、貸借対照表注記、損益計算書注記）   

・株主資本等変動計算書 

・付属明細書  

※決算書類は、会社法及び会社計算規則に従ったものを提

出してください。  

※連結決算を行っている親会社は又は子会社がある場合

は、連結財務諸表も提出してください。  

※株主資本等変動計算書は、社員総会又は株主総会での承

認日を付記してください。  

※付属明細書は、法人税確定申告書に添付した勘定科目内

訳書の写しで代替することも可能です。その場合、税務

署に提出した全てのものを提出し、謄本である旨の代表

者の署名、捺印を付してください。  

※申請書類提出時点において、既に最近の決算期末日が到

来している法人で、未だ決算が確定していない場合に

は、直近の決算期末の経営成績及び財政状態の参考とな

る資料（例：試算表、予想損益計算書、予想貸借対照表）。

ただし、過去３期分の決算書等とは別に提出してくださ

い。  

オ 監査報告書 

※会計監査人（公認会計士又は監査法人）の監査を受けて

【様式 3】 

 

 

 

様式自由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式自由 

 

1 部 

 

 

 

1 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１部 

 

５部 

 

 

 

５部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５部 
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いる場合には、会計監査人の監査報告書も提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

７ 法人税、消費税、法人事業税、地方消費税の納税証明書  

（直近の決算期２期分に係るもの。） 

納税証明書 

その３の３ 
１部 ５部 

８ 担保提供資産について 【様式４】 1 部 ５部 

９ 債務の保証について 【様式５】 1 部 5 部 

10 類似施設の管理運営実績について  

（施設名・所在地・規模等）  

類似施設の運営状況  

・施設長の運営姿勢、組織運営の方針  

・地域との協働取組 

・施設の特色あるサービス内容  

・その他 

【様式６】 １部 ５部 

11 情報セキュリティ確認チェックシート 【様式７】 １部 ５部 

12 労働環境モニタリングチェックシート 【様式８】 １部 ５部 

 

（５）計画書類  

申請者は、下記の計画書類を提出してください。 

提出書類 様式 
提出部数 

正本 副本 

法人等の団体に関する書類 

①  指定管理者の計画書類等の提出について 【様式９】 1 部 10 部 

② 

資金・収支計画書 

（令和９年度から令和１３年度まで） 

※各年度の受託経費増減理由も記載してください。 

※消費税率について各年度 10％で算出してください。 

【様式 10】 1 部 10 部 

③ 
給与・報酬・賃金等に関する規程（最新のもの） 

（※人件費の積算内訳） 
様式自由 1 部 10 部 

④ 管理責任者の勤務実績 【様式 11】 1 部 10 部 

公園等のグループ化に関する書類 

⑤ 

指定管理者としての抱負 

・公園等のグループ化を踏まえた、効率的で効果的な 

 管理についての具体的な提案 

【様式 12】 1 部 10 部 
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管理運営計画に関する書類 

⑥ 

管理運営体制 

・職員体制、勤務体系の考え方 

・施設運営に関する基本的な考え方  

※職員ローテーション表  

（雇用区分別①月から金  ②土  ③日）  

※日常の維持管理の職員について分けて提出してくださ

い。  

・職員の確保、育成に対する考え方 

【様式 13】 1 部 10 部 

⑦ 日常危機管理（地震、風水雪害、台風等）の取組 【様式 14】 1 部 １０部 

⑧ 

・利用者からの苦情、意見への対応と管理業務への反映方

法について  

・顧客満足度（CS）への具体的な取組  

・個人情報保護に関する考え方と具体的な取組  

・環境に配慮した管理運営の取組 

【様式 15】 1 部 １０部 

⑨ 

・安全確保に対する考え方  

・不法行為等への対応についての考え方 

・公園施設等に起因する事故を未然に防止するための取組 

【様式 16】 1 部 １０部 

⑩ 
・維持管理業務の基本的な考え方と維持管理方針    

・維持管理の質を向上させるための具体的な取組 
【様式 17】 1 部 １０部 

⑪ 

・樹木、植栽の維持管理についての考え方 

・コミュニティ菜園の運営方針 

※これまで実証実験を行ってきた一般社団法人ササハタハ

ツまちラボを、運営に参画する候補者の一つとして検討

してください。 

・コミュニティ菜園における農作物育成、病虫害、獣害対策、

不法行為対策についての考え方 

・地元（町会）との関わり方（要望の対応等）についての考

え方 

・施設の維持管理及び保守点検についての考え方  

・維持管理作業における安全対策についての考え方 

【様式 18】 1 部 １０部 

⑫ 情報発信（広報、ＰＲ）についての具体的な取組 【様式 19】 1 部 １０部 

⑬ 利用者サービス向上のための具体的な事業提案  【様式 20】 1 部 １０部 

⑭ 
自主事業計画 

・公園の魅力向上に繋がる自主事業計画 

【様式 21】 1 部 １０部 

その他 

⑮ 

委託を予定している業務  

①委託内容  

②委託を行う理由 

③委託予定金額  

④委託予定先及び選定理由 

【様式 22】 1 部 １０部 
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（委託先の条件は、渋谷区における暴力団等の排除措置を

受けていないことです） 

⑯ 指定管理者としての抱負 【様式 23】 1 部 １０部 

    

（６） 提出書類に関する留意事項 

① 申請書類、計画書類提出後の内容変更は、提出締切日まで受け付けます。 

② 上記のほか、区が必要とする書類の提出を求めることや、ヒアリングを実施する場合があります。  

③ 申請書類等の著作権は、作成した団体に帰属します。ただし、提出された書類は返却できません。区の

責任において一定間保管後、廃棄します。  

④ 計画書類は、Ａ４判（両面印刷２枚まで）10.5P 以上のフォントサイズで作成してください。 

⑤ 申請書類の副本については、申請書類の正本コピーで結構です。申込書及び計画書類の副本については、

法人名など事業者が特定できる部分をマスキング（黒塗り）のうえ、提出してください。 

※黒塗りされていない場合は、審査の減点対象になります。 

⑥ 上記のほか、電子媒体（USB メモリ等）に正本及び副本を入力したものを１部提出してください。  

⑦ 区は、指定管理者の選考結果及び提案内容等を公表する場合、その他区が必要と認めるときは、無償で

提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。ただし、公開することにより事業者に明らかに不

利益を与えると認められる書類については公表しません。 

⑧ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（７） 応募に関する留意事項  

① 選定委員会委員等との接触について  

公募要項の公表日以降、区が提供する機会を除き本件提案に関して、選定委員、区職員等への接触は禁

止します。  

② 応募の辞退について  

応募書類を提出した後、辞退する場合は、辞退届（様式自由）を提出してください。辞退届には、辞退

の理由を記載してください。 

（８） 質疑の受付及び回答  

① 質問書の受付 

巻末質問書に必要事項を記入し、下記の提出先に、電子メールで送信してください。 

（送信未達を防ぐため、電話にて送信済の確認をお願いします。） 

電子メール以外での質問（持参、郵送、電話、口頭等）及び期間を過ぎたものは回答しません。  

ア  質疑受付期間  令和８年５月１４日（木）から５月２０日（水） 午後 5 時まで （必着） 

イ  提 出 先      渋谷区 土木部 緑道・道路構造物課 計画調整係 

MAIL sec-ryokudo@shibuya.tokyo 

② 質問回答  

令和８年６月１日（月）までを目途に、全ての質疑に対する回答書をメールで送信します。なお、意

見の表明と解されるものや質疑の内容（質問内容が不明瞭なもの）によっては、回答しないことがあり

ます。また、回答の際は、質問をした団体名は公表しません。 

回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同様の効力を有します。 

（９） 書類の受付  

申請書類を提出した事業者は、次により計画書類を提出してください。区にこれらの書類を提出した

事業者を申請者とします。 

① 提出期間 

mailto:sec-ryokudo@shibuya.tokyo
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申請書類（第一次提出）令和８年５月２８日（木）から６月 ９日（火）まで（必着） 

※申請書類の確認を行いますので、提出に際しては、事前に連絡の上、指定された日時に来庁をお願い

します。 

計画書類（第二次提出）令和８年６月１１日（木）から６月１９日（金）まで（必着） 

※平日の午前 10時から午後 5時までを 1 時間ごとに区切り、申請受付時に時間を指定します。 

指定された日時に計画書類をご持参いただき、来庁をお願いします。 

※計画書類提出後の内容の変更は、提出期限まで受付します。 

 事前に電話連絡の上、来庁をお願いします。 

② 提出先     渋谷区役所 土木部 緑道・道路構造物課 計画調整係 

ＴＥＬ  03-3463-2979  

ＦＡＸ  03-5458-4969  

MAIL  sec-ryokudo@shibuya.tokyo 

（10）プレゼンテーション 

    提出済みの計画書類の説明を実施していただきます。プレゼンテーション当日に紙資料を準備してい

ただく必要はありません。法人名等、応募事業者が特定できる部分をマスキング（黒塗り等）の上、実

施してください。開催日時等については、別途通知させていただきます。 

 

２ 指定管理者候補者の選考・選定 

（１）指定管理者候補者の選定 

① 選定委員会が選定した指定管理者候補者については、審議した上で、区として指定管理者候補者を選定

します。 

② 選定委員会において、提案の評価等を総合的に審査し、1位として選定した者を候補者として選定しま

す。なお、交渉が候補者と不調になった場合は、次点のものを選定します。 

③ 指定管理者の指定は、渋谷区議会での議決を経て行います。 

（２） 基本的な選考基準  

別紙「評価基準」のとおり 

（３） 審査結果の通知  

審査結果は、応募者全員（グループの場合は、代表団体）にメールで通知します。 

 

 Ⅳ  決定後の手続  

１ 基本協定書・年度協定書   

（１） 協定の締結 

区議会の議決を経た後、指定管理者として指定し、区は指定管理者と協定を締結します。締結する協定

書は、指定期間を通した包括的な施設の管理・運営に関する基本的事項を規定する基本協定書と、年度ご

との管理・運営業務や指定管理料に関する事項を規定する年度協定書の２種類です。  

（２） 基本協定書の主な事項  

① 指定期間  

② 業務の範囲  

③ 公園施設の運営  

④ 公園施設の維持管理  

⑤ 経費  

⑥ 保険の加入  

mailto:sec-ryokudo@shibuya.tokyo
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⑦ 自主事業（※自主事業がある場合）  

⑧ 区と指定管理者の役割分担  

⑨ 業務の委託   

⑩ 事業計画書、事業報告書等の提出  

（※毎年度、整備の進捗に応じて、区との協議により指定管理範囲を確定のうえ、計画していただきます。） 

⑪ 業務の引継ぎ  

⑫ 利用者アンケート実施  

⑬ モニタリング  

⑭ 第三者評価  

⑮ 緊急時の対応  

⑯ 環境への配慮  

⑰ 管理運営業務を行うにあたって保有する個人情報の保護及び関係書類の整理・保管  

⑱ 情報セキュリティ  

⑲ 指定の取消し及び管理業務の停止  

⑳ 損害賠償  

㉑ 権利義務の譲渡の禁止  

㉒ 目的外使用の禁止  

㉓ 施設・設備等の原状回復  

㉔ 区と指定管理者の管理責任の分担  

㉕ その他区長が必要と認める事項  

（３） 年度協定書の主な事項  

① 目的  

② 協定の期間  

③ 指定管理料  

④ 協議  

 

２ 事業計画書及び収支予算書の作成  

（１） 事業計画書及び収支予算書の作成 

年間の事業計画書及び収入・支出の概算予定書の提出等  

（※毎年度、整備の進捗に応じて、区との協議により指定管理範囲を確定の上、計画していただきます。） 

（２） 事業報告書及び収支決算書の作成  

区が指示する事業報告書の提出（毎月の施設利用実績、施設の維持管理業務の実績等）、収支決算書の提

出等 

  

３ 業務の準備 

指定管理者は、指定管理を開始するまでの期間内に準備業務をしてください。特に利用者に対して円滑な

指定管理業務を実現するため、区や関係機関と調整の上、事前準備をしてください。準備業務の内容は、別

途協議します。  

また、指定期間終了時又は指定の取消しによって管理運営業務が終了する際は、次期指定管理者が円滑か

つ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎ業務を実施してください。  
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４ 情報の公表  

（１） 応募書類等  

公募時に提出された書類は、理由の有無を問わず返却しません。申請書類、計画書類等の著作権は、申

請者に帰属します。ただし、区が公表等する場合には、申請書類、計画書類等の内容を無償で使用できる

ものとします。 

また、申請書類、計画書類等は、渋谷区情報公開条例の規定に基づき、公開請求の対象となり、個人に

関する情報及び公開することにより申請者の正当な利益を害するおそれがある情報を除き、原則公開とな

ります。 

（２） 選考・選定の情報 

指定管理者候補者の選考・選定に関する情報（応募書類、選定委員会報告書、公募時質問項目、選定委

員会選定調書、選定委員会会議録・選定委員会会議録等）は、原則公表します。なお、事業者名について

は、決定事業者のみ公表の対象とします。ただし、公開することにより応募者に明らかに不利益を与える

と認められる書類については公表しません。 

（３） 指定管理業務に関する情報  

基本協定書、年度協定書、事業計画書等の事業運営に係る書類及び第三者評価の結果等、指定管理業務

に関する情報は原則公表します。  

   

５ モニタリング等の実施  

（１） モニタリングの実施  

指定管理者は、毎月の業務実績等の報告書を定められた期日までに、区へ報告してください。区は報告

に基づき施設の運営状況等を確認します。 

また、指定管理者は、施設利用上の問題等の解決策を検討し、業務を円滑に実施するため、必要に応じ

て、情報交換や業務の調整を図る場を設けてください。そのほか、指定管理者は、意見箱の設置等による

利用者等の意見・要望の聴取等、利用者ニーズの把握を行ってください。  

（２） 第三者評価の実施  

指定管理者は原則として、年 1 回必ず専門評価機関等による第三者評価を受け、その結果及び業務改善

の状況について区に報告するものとします。 

（３） 監査の実施  

① 地方自治法第 199 条第 7 項の規定により、区長又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が

行う管理業務に係る出納関連の事務について、監査を行うことがあります。  

② 公の施設の管理に関する業務に関し、包括外部監査の対象となる場合があります。   

 

 ６ 指定の取消し等 

（１） 指定の取消しと業務の停止  

指定管理者が次のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は業務の停止を命じることがあります。

その場合において、指定管理者に損害が生じても、区はその賠償の責めを負いません。  

① 指定管理者がⅢの１の（１）に該当しなくなったとき。  

② 区が行う施設への実地調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。  

③ 実地調査の結果に基づく区の指示に、正当な理由なく従わないとき。  

④ 経営状況が悪化し、管理運営を継続することが著しく困難となったとき。 

⑤ 協定に違反したとき。  

⑥ 応募書類の内容に虚偽があることが判明したとき。  
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⑦ 違法行為や非行行為に関与するなど、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが、社会通念上不

適当と判断されるとき。  

⑧ その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難になったとき。  

⑨ 指定管理者から協定解除の申出があり、その理由を合理的なものと認めたとき。  

⑩ 不可抗力の事由により、業務の継続が困難になったとき。  

（２） 事業の継続が困難となった場合の措置  

① 事業の継続が困難となり、指定が取り消される場合でも、次の指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管

理運営業務を遂行できるよう、適切な引継ぎを行わなければなりません。  

② 不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合は、管

理継続の可否について協議することとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

 〒150－8010 

 東京都渋谷区宇田川町 1 番 1 号 渋谷区役所 11 階 

 渋谷区役所 土木部 緑道・道路構造物課 計画調整係 

 TEL  03-3463-2979       

  MAIL  sec-ryokudo@shibuya.tokyo 
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令和 年 月 日 

 

渋谷区 殿 

 

 

                                           

【法人】 

住 所 

法人名 

代表者名 

 

担 当 者  

所  属 

電話番号 

メールアドレス 

   

 

質 問 書 

 

渋谷区立玉川上水旧水路緑道指定管理者公募要項に関し、次の項目を質問いたします。 

 

No 
該当資料と 

ページ番号等 
質問内容 

   

   

   

   

   

 

※1.行が不足する場合は、適宜追加すること。 

※2.質問書は電子メールで提出すること。 

 


